
「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」 

令和６年６月２５日 

株式会社プレミック 

 

１．お客さま本位の業務運営に関する取組方針 

（原則１．顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等） 

株式会社プレミックは、お客さまの日常生活や事業活動をしっかりとお守りし、地域の発展に貢献

する企業であるために、金融庁が公表した【顧客本位の業務運営に関する原則】を踏まえ、この

度「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」（以下、当方針）を策定し、弊社ホームページ上

および店頭で公表します。 

当方針は弊社の事業年度である前年３月～当年２月の取組状況を公表するとともに、より良い業

務品質を確保するために、少なくとも年に１度は見直しを行います。 

 

 

２．お客さまの最善の利益を追求するために 

（原則２．顧客の最善の利益の追求） 

弊社は、お客さまの利益をお守りするという重大な責任を果たすため、法令等の遵守を全うし、誠

実かつ公正にお客さまに接し、全社員が保険のプロフェッショナルとしての自覚を高く持って業務

を遂行する体制を構築します。 

 

＜具体的取組＞ 

商品知識や保険に係る周辺知識だけではなく、身だしなみ、適切な言葉遣い等のマナーについて

の内容を含むコンプライアンス研修を毎月実施することにより、職業倫理を身につけ、社会的責任

を全うするための行動を促します。また、苦情やお褒めの言葉等のお客さまの声を社内で共有す

るとともに、いただいた声を弊社の業務運営に反映させるべく、定期的なアンケートを実施します。 

 

 

３．利益相反の適切な管理に向けて 

（原則３．利益相反の適切な管理） 

弊社は保険商品を販売するにあたり、手数料売上を根拠に商品を選定する行為を行っておらず、

「意向確認シート」を用いてお客さまの意向に沿った内容になっているか記録を残します。不適切

な可能性がある案件については対応記録を精査します。 

 

＜具体的取組＞ 

保険募集に携わらない社員が、「意向確認シート」に基づき内容を検証し、利益相反の可能性が



あるものに関しては詳細を精査し、適切に管理します。 

※弊社には、法人営業部門・運用部門および、同一グループに属する別の会社が存在せず、こ

れらを原因とする利益相反の可能性がないため、原則３（注）の一部については現時点で取組方

針の対象としておりません。 

 

 

４．手数料等の明確化について 

（原則４．手数料等の明確化） 

保険商品は、販売する保険会社や商品の種目、年度によって大きく手数料が異なることにより算

出が困難なことに加え、弊社が取り扱う保険商品は手数料の開示義務が無いため、原則４につい

ては現時点で取組方針の対象としておりません。 

 

 

５．重要な情報の分かりやすい提供に向けて 

（原則５．重要な情報の分かりやすい提供） 

保険商品の選定については専門的な知識を要することから、お客さまが考えるリスクへの不安に

対し、周辺知識、過去の事故事例、各種データ等を基に、客観的に分かりやすく情報提供し、対

策を具現化するよう努めます。 

 

＜具体的取組＞ 

①保険会社が販売対象として想定するお客さまの特性を踏まえ、お勧めする保険商品のリスク・

リターンならびに利益相反の可能性がある場合の情報等について丁寧に説明します。また、その

状況を保険募集に携わらない社員が「意向確認シート」にて検証します。保険商品の選定理由に

ついてはご提案時に「弊社における推奨販売方針について」にて確認していただきます。 

 

②お客さまへの提案にあたっては、パッケージ化された保険商品の特性を理解し、代替案も十分

に検討したうえで提案が行えるよう、定例ミーティング時複数人で検討し、情報提供を行います。 

 

③お客さまの置かれている環境によって、お持ちになっている情報量には差異があります。弊社

はあらゆる特性のお客さまを想定し、様々なケースを対象としたロールプレイ研修を定期的に実

施し、お客さまの知識に合わせ、誤解を招くことのないよう分かりやすい情報提供に努めます。 

 

④弊社は社員が内容を理解できなかった研修や、お客さまに即答できなかった質問等をそのまま

にせず、すぐに解決できるよう社内外に相談窓口や多くの研修機会を設けています。結果として

知識の幅を広げることができ、さらにロールプレイ研修を行うことにより、なるべく専門用語を交え

ずに分かりやすい表現で説明できるよう努めています。 



⑤お客さまにとって大切な情報が集約されている重要事項説明書を分かりやすく説明するための

トレーニングを定期的に実施し、お客さまの不利益となる項目については、より強調して説明しま

す。また、重要事項説明書に記載は無いものの、弊社が特に重要と判断する内容については、

「契約確認シート」を用いて補足説明を行います。 

 

 

６．お客さまにふさわしい商品等の提供 

（原則６．顧客にふさわしいサービスの提供） 

弊社は、保険の専門家としての知識を活かし、お客さまの意向に沿いながらも本質的な意味での

意向を推察し、不測の事態が発生した際にも動じることのない対策を提供する責任があると考え

ます。 

 

＜具体的取組＞ 

①お客さまの意向の他、個人であれば年齢・家族構成・職業・年収等、事業者であれば業種・規

模・社員数・売上等経営状況、お客さまの背景や固有の事情も念頭に置いたうえで、最良と思わ

れる提案を行います。また、長きにわたるお取引の中で担当者の変更が起こった際に安心してい

ただくために、意識・知識・スキルを高い次元で均一化するための研修を行います。 

※弊社が取り扱う金融商品・サービスは保険商品のみであり、各業法の枠を超えた類似商品等と

比較をすることはありませんので、原則６（注１）の一部については現時点で取組方針の対象とし

ておりません。 

 

②パッケージ化された保険商品を提案する際は、お客さまの意向に沿っているか、適切な提案に

なっているかについて「意向確認シート」を用いて検証します。 

 

③弊社は保険商品の組成には携わっていないため、原則６（注３）については、取組方針および

取組状況（KPI）の対象としませんが、保険会社に対し意見を述べる場が設けられた場合には、お

客さまの立場に立って意見を述べるとともに、保険商品を組成した保険会社の意図をしっかりと理

解したうえでお客さまに提案を行ないます。 

 

④７０歳以上の高齢のお客さまに対しては親族同席のもとでの募集等の募集ルールを定め、その

詳細を「高齢者対応記録シート」に記録します。また、障害をお持ちのお客さまに対しては、「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、合理的配慮を行います。また、弊社店

頭に筆談可能な標記案内を設置致します。 

 

⑤新商品販売や商品内容の改定に関する研修を都度行い、常に知識のアップデートを習慣化し

ます。また、継続契約時にも新規契約時と同じように契約内容の確認を行い、法改正や公的保険



の変更点等、お客さまにふさわしい保険商品を選択しやすい情報を提供します。 

 

 

７．全社員が一丸となって当方針を取り組むための環境づくり 

（原則７．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等） 

お客さまを高い次元でお守りするために、全社員が意識・知識・スキルの向上に励み、保険のプ

ロフェッショナルとして確実に安心を提供できる体制を整え続けます。 

 

＜具体的取組＞ 

人事評価においては、保有資格の他、早期継続率、提出書類の不備件数、内部監査における指

摘事項の有無等確認し、より高品質な業務が遂行できる体制を整えています。 

また、損害保険トータルプランナーやファイナンシャルプランナー等の資格取得、専門的な知識を

身につけることができる AIG 損害保険株式会社固有の ARC（AIG Risk Consulting）資格制度を

推進し、お客さまの役に立つべく高度な知識・スキルを身につけます。 

 

 

＜来年度記載予定の取組状況（自主的ＫＰＩ）＞ 

前年度の取組より、記載すべき取組状況を事前に明確化します。記載予定の自主的 KPI は以下

の通りです。 

 

・「コンプライアンス・業務品質」研修回数および内容 

・「商品知識・販売スキル」研修回数および内容 

・「意向確認シート」精査による不適切な案件数 

・回答いただいたアンケートの中でお叱りやご不満があった割合 

 （お客さまの同意があった場合のみ内容を記載予定） 

・損害保険プランナーおよび損害保険トータルプランナー新規資格取得者数 

・ファイナンシャルプランナー新規資格取得者数 

・ＡＲＣ資格制度の新規資格取得者数 

・特定保険をご契約のお客さまに向けての定期（年１回程度）のご連絡割合 


